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太平洋戦争戦争中の1942年8月から、太平洋上のソロモン諸島南端のガダルカナル島一七わ
日米両軍の激戦で、ついに1943年2月9日、日本軍が2万以上の戦死者を出して敗北し退
却した。その時、大本営は「退却」でなく、「転進」と詭弁の公表を行っていました。

と厳 しい 幕 士 の 中 、 ご 出 師 疲 椚 ．量4 轡 ▼

く2月3 8、2 0 0 さ年給会・昔原書軸先生講演会・相霜地区九条の会交流会＞

力

力

生憎の雪と厳しい寒さの2月3日、今年の「はらまち九条の会総会」、元福島大学学長「吉原泰助
先生の艶 、それに「相双地　　　　　 流会」、希望者による闇 会」も開催されました。

○午後2時からのr総会Jの出席者は60名。　　 ▼上の記事は．2月7日付『福島長友』欄双版
遠く福島市や相馬市の会員も駆けつけ、高橋美　　　　 下の記事は．2月78付『福島罠報』禰双牒
ロ子さんの議長のもと、各議事は＜創総会葺項
＞の通り承認され、また建設的な意見も出て、
今年の検討事項として承認されました。
○午後3時からのr吉原泰助先生講演会」
の出席者は80名に増え、一般市民の方の参
ロもありました。難解な憲法の問題です力＼
先生の丁寧で優しく説得力ある語り口に、2
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○事務局では先生の許可をいただき、講演を
カセットテープに録音いたしました。お聞き
になりたい方へは貸出しします。事務局員へ。
膨大な「レジメの冊子」も一緒に送ります。

○また、会尾を“花吹雪”に移し会長吉原
先生と県九条の会事務局植木さんの主導でr
欄澱地区九重の会交法会】も開催。今後も
協調して活動していくことを確認。約1時間
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この2月で75齢官庁先生．
若々しく、大安韻元気です。

06時半から、吉原先生を囲

文選熟成艶
会のお話、今後の活動につい
て発表され、和やかな楽ul
懇親会となりました。

≒禦竺・インターネ1トでの儀雫・∴葛
幽俸雨司　れ粂惇弓手旬に　　　鯵弓手ち九条の会
〆タボからスリムへ　ーの号　鵬52　かう蜜零し書した
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0線会で貴賓のr2．00 動計乱○
8）憲法9条を世界に拡大し輝かせるよう
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活動する。市民に呼びかけて、会員の拡大をはかる。
南相馬市ならではの企酉やイベントで、市民や全国に「憲法9条を守ろう」と発信する。

②警讐讐謂念等耶モ婁ぎくレ謡露わ震雷堅塁富男警吏琵琶忠志社格
朗読会、原町の戦跡めぐり、高校生制作の戦争のビデオ番組鑑賞会などは、どうで

③楽しい憲章あるイベントの開催。（昨年の松元ヒロのようなライフ、落語の会、講演
④鱒双地区の各「九条の会」と連携して活動する．（たとえば、5月3日（木）

どの節目の日に、「憲法9条を守ろう」の意見広告チラシの新聞折り込みを行う
寧t早甲琴鱒鱒市原町寧成人式で、＿新成人にF憲法』復刻版を配布する。　1L

⑦『九条プロク鵬まち摘、月3明度発行し、会員、その他に耶する。シ
◎「福島県九条の会」が主宰すれば、連携して署名活動を行う。

綾で惨次のよう等貴兄があり、蝶射し、飼自己に取り組むことで痍認■■－　▼■▼　■■▼▼▼　■■‾　　－　－　■■■■▼■■■－　－■　▼■　ヽ　　m－■　－ヽ　　椚■　1　■－l■－■1●●　▼■1－■－　－－　－■

人をもっとこの活動に引き込みたい。広島長崎の原爆禁止大会に、
人を参加させ、九条の会に入会してもらうようにしてはどうか」
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し出を金資で会

崎の被爆の展示用記録やパネルを借りて、展示会のイベントを行ってはどうか」
地区の被爆者の体験談集が発行されていますから、それも活用できますが」
方、特に小高地区には、時代の流れや権力に異を唱える人物が輩出する伝統があ
安蔵なども『おだかの人物』という市の出版物で紹介されています力㌔やはりこ 8

地

る
の

らではの発信、アピールをしたいものです。またインターネットを通して、若い人だ
気軽に携帯電話などで、本会の活動を見ることができるような工夫をすべきではな
若者との交乾きさ　こちら＿から瑳極的に発信することも考えるべきではないか」など。

い
　
」

棚んr点加ワ」だ ′　ニューズ霹んみどす
会・曹長先生講演会に出席して・活動について、会員よりJヽガ車で－

O「九条を護る意見書」不採択について。『九条プロクはうまち』帆46にもありました
通り、「九条を護る意見書」については、本当に残念乍ら不採択となってしまいました。
総務委員会に山崎事務局長さんや、早坂さん、相良さんに出席していただき、2時間
半にわたって、委員の質問に懇切丁寧にお答えいただきました。ほんの一部ですが、
委員長報告で10分を章やして本会議最終日に報告しました（市役所ホームページに
議事録があります）。今回の採決は否決ですが、僅差でした。議長や欠席者（故小林一
成議員）を加えると、（タラレパですが）12対13となるはずです。もう一息です。
諦めずに頑張りましょう。「正しさは断じて滅びず」です。（小川尚－）

0成人式に『憲法』を配布したのは、大変良かった行動として、大変感動しました。
O「九条プロクはうまち」を毎月発行してくれているので、活動のことがよくわかり、
元気が出てきます。いつも楽しみに読み返したりして、私のいい勉強になっています。

○講演会に声をかけてもらい出席し本当に良かった。悪法のことがよくわかりました。
○吉原先生の講演会はそのままではもったいない。文章化できませんか。
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ので、南相馬市7万3千市民が等しく遵守し†
市民生活の規範となるものです。

ところが、議会の審議過程で、修正意見が出
て、採決と言う形を採って市民に示したのです。
しかし、条例のような全市民を拘束するような
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で大事
そして、この条例の前文

い
が
の
採
平
達
よ
を

て
ち
と
り
「
う
の
産

れ
た
こ
わ
た
ど
こ
響

さ
私
る
加
め
と
　
く

のです

、
ま
昨
要
決
和
う
ぅ
乱

す
年
商
t
」
の
な
打

が、この
1月に

」に反対
たのであ

パ
緑

平
操
を
り
に
て

和
実
表
ま
示
不
憺
な

に
条
し
明
す
さ

は
項
た
し
　
○
れ

、
の
「
た
咋
て

条
条
9
、
た
「
ま
民
い
く

鞘
髭
琵
㍍
濾

が
を
を
成
が
和

項
例
条
賛
ち
平

記
、
護
に
求
」
○
し


